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中国学科 阿川るい



Ｑ９ 厚生労働省は「将来世代でも年金は2.3倍の得」と働省 倍 得
いっていますが、本当ですか？

 ２００４年

厚生労働省試算の給付負担倍率

→1985年以降も2.3倍
本書試算

年 降 皆→1960年以降は皆1倍以下

給付負担倍率とは・・・
給付額と負担額の倍率給付額と負担額の倍率。
例えば、20歳から59歳まで毎年12万円年金保険料を払ったとすると計

480万円。このケースにおいて、給付負担倍率が2倍とすると、年金として
もらえる額は960万円。0.5倍とすると、240万円。



 なぜ両者の試算が異なるのか。

理由①

厚生労働省は運用利回りを4 1％に設定している厚生労働省は運用利回りを4.1％に設定している。

理由②理由②

厚生労働省は年金保険料を労使折半として計算。

理由③

厚生労働省は、運用利回りとして利子率ではなく賃金
上昇率を使っている。



運用利回りの設定による計算のちがい

30歳より月2万円を30年間積み立てると仮定します。
60歳で定年を迎え、20年間の年金を受け取るとどうなるか見てみましょう。



Ｑ10 基礎年金の税方式化で、本当に消費税は17％に
なるのでしょうか。

 Ａ．絶対にありません！絶対にありま

基礎年金の税方式化とは？

基礎年金 財源基礎年金の財源

→現在、1/2を国庫負担、残りは年金保険料

→いっそのこと、全額を国庫負担で賄えば？

しかし！厚生労働省は大反対！しかし！厚生労働省は大反対！
そして反対キャンペーンや、情報操作。

なぜ？どのように？



Q. なぜ厚生労働省は年金の税方式化に反対する？
A. 年金特別会計の巨額の予算が財務省に移るから。

Q 反対キャンペ ンって？Q. 反対キャンペーンって？
A. 「基礎年金の全額税方式化で、消費税が3.5～
12％も引き上げられる」宣言12％も引き上げられる」宣言

→でも実際はそんなに上がらない！
根拠① 差し引きで比較すると、労働者の負担は

減少する。
根拠② 消費税率引き上げの試算結果がおかしい。



・未納が増えると年金は破綻するか・未納が増えると年金は破綻するか

・受給資格期間短縮化によって
無年金者・低年金者は減少するか無年金者 低年金者は減少するか
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未納が増えると年金は破綻するか未納が増えると年金は破綻するか

厚生労働省・・「国民年金は未納があっても大丈夫」厚 労働省 国民年金は未納 あ も大丈夫」

なぜ言えるのか？なぜ言えるのか？

１、年金制度全体に占める国民年金の未納率は５％

２、未納者には将来年金が支払われないから

年金財政への影響は少ない年金財政への影響は少ない

３、国民年金未納分は厚生年金が肩代わりしているというのはうそ、国民年 未納分 厚 年 肩代わり る う うそ



年金全体から見ると未納者は確かに５％

だから何？だから何？
（正しいが意味のない主張その１）

第一号被保険者だけで見ると免除者含めて未納率は約６割。



正しいが意味のない主張その２

「未納者 は将来年金が支払われな から「未納者には将来年金が支払われないから
年金財政への影響は少ない」

問題の本質は年金財政 の影響ではない・問題の本質は年金財政への影響ではない

・未納者は将来の生活保護受給者・未納者は将来の生活保護受給者

・生活保護財源は全額税負担→国の財政的には大問題生活保護財源は全額税負担→国の財政的には大問題



「国民年金未納分は厚生年金が
肩代わりしているというのはうそ」肩代わりしているというのはうそ」

というのはうそ・・というのはうそ。

・基礎年金制度とは基礎年金の負担をみんなで「割り勘」する制度・基礎年金制度とは基礎年金の負担をみんなで「割り勘」する制度

・未納者たちは「割り勘」の中に入っていない
厚生 共済年金加入者が多く払 ている→厚生、共済年金加入者が多く払っている





厚労省が無意味な主張をする理由

→ 未納問題への対策として挙がっている、

「基礎年金の税方式化」を避けるため「基礎年金の税方式化」を避けるため

未納が低年金者、無年金者を生み出すことが問題

「未納があっても大丈夫」ではない。

保険料軽減支援制度とは＊保険料軽減支援制度とは

所得に応じて保険料を軽減し、軽減分を国費でまかなう

・・将来的には低所得者も満額の年金を受け取れるようになる

問題点

・第一号被保険者の所得把握が難しい第 号被保険者の所得把握が難しい

・偽低所得者の出現



受給資格期間短縮化によって
無年金者 低年金者は減少するか無年金者・低年金者は減少するか

＊受給資格期間とは受給資格期間とは

一定期間以上（日本では２５年）保険料を支払わないと、

年金が受けとれない制度
（任意加入に近い日本の年金制度において２５年ルールは必要だった）

・受給資格期間が足りないために年金がもらえない人、

無年金になる可能性のある人は、

１１８万人 ６０歳未満 ４５万人１１８万人 ・６０歳未満 ４５万人

・６０～６４歳 ３１万人

・６５歳以上 ４２万人６５歳以上 ４２万人

受給資格期間を短縮化すると、現在の無年金者またはその予備軍は救えるが・・



保険料納付期間＋免除期間 に対してもらえる基礎年金額

４０年 約 月６万６千円（満額）

２５年 約 月４万２千円

１０年 約 月１万６千円１０年 約 月１万６千円

受給資格期間短縮化は
短期間しか支払わない者や未納・未加入者の拡大を促す

→将来的には低年金者（生活保護受給者）を増やす可能性が高い



一級地での
高齢者単身世帯の
生活保護費は、

基礎年金満額の
６万６千円よりも高
い

「生活保護に「生活保護に
なった方がマ

シ」







平成２７年１０月から施行される
受給資格期間１０年へ短縮にともなって、受給資格期間 年 短縮 、

平成２４年１０月～平成２７年９月まで
保険料未納過去１０年分を後納できる特例ができました。

著者 鈴木亘さんの提案・・

受給資格期間短縮化と同時に基礎年金財源の消費税化受給資格期間短縮化と同時に基礎年金財源の消費税化

→保険料方式ではなくなるため、未納・未加入者増は起こりえない



神戸市外国語大学
中嶋ゼミ

英米学科 東花帆





年金財政が一番苦しくなる時期に間に合わない。

年 高齢者 役比率(2040年：高齢者/現役比率67.2％)
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